
昭和６０年門審第７４号 

瀬渡船開洋丸転覆事件 

 
言渡年月日 昭和６１年７月１４日 

審 判 庁 門司地方海難審判庁（諏訪欣二、久保田季広、小田雄一、南四郎、大楠丹） 

理 事 官 福森正直 

 
損 害 

船体転覆、機関及び電気系統に濡損、船長及び釣客１３名溺死、釣客１３名行方不明 

 

原 因 

船体の改造が加えられたこと、最大搭載人員を超過する釣客を乗せたこと及び釣客の多量の携帯品によ

り復原力の低下をきたしていたところ、堪航性に対して配慮不十分のまま航行中、海上模様の悪化など

悪条件が重なったこと。 

 
主 文 

 本件転覆は、船体に改造が加えられたこと、最大搭載人員を超過する釣客を乗せたこと及び釣客の多

量の携帯品が甲板上に積載されていたことにより、乾舷の減少と復原力の低下とをきたしていたところ、

これに波浪注意報発表下の海上を堪航性についての配慮不十分のまま自動操舵で航行中、海上模様が悪

化するなどの悪条件が重なったことに因って発生したものである。 

 なお、転覆によって全員が死亡または行方不明となったことは、遭難時における通報、連絡の手段を

有しなかったことによるものである。 

 
理 由 

（事実） 

船 種 船 名 瀬渡船開洋丸 

総 ト ン 数 ６トン 

長    さ １０．６５メートル 

幅        ２．３３メートル 

深    さ ０．８８メートル 

船    質 ＦＲＰ 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

出 力 １４０馬力 

航海速力（常用） 約１５ノット 

航 行 区 域 近海区域 

ただし、 

（イ）漁労する間は本邦の海岸から１００海里以内の水城に限る。 

（ロ）遊漁する間その他（イ）に揚げる場合以外の場合は長崎県野母埼から鹿児島



県甑島釣掛埼より真方位２２５度１５海里の地点を結んだ線及び同地点から同県

佐多岬を結んだ線並びに陸岸に囲まれた水城に限定される沿海区域並びに船舶安

全法施行規則第１条第６項の水城に限る。 

最 大 搭 載 人 員 （イ）の場合、旅客０人、船員１０人、その他の乗船者２人、計１２人 

（ロ）の場合、旅客２０人、船員２人、その他の乗船者１人、計２３人 

救 命 設 備 救命浮器２個（定員８人用及び４人用） 

救命浮環３個 

救命胴衣２８個 

小型船舶用遭難信号セット（沿海用）２個 

 

事件発生の年月日時刻及び場所 

昭和６０年３月３１日午前５時ごろ 

鹿児島県甑海峡 

 
一 関洋丸について 

１ 来歴 

 本船は、Ａ社西海工場建造の総トン数約５トンの一本釣漁船として設計された同社のＧＡ４３Ｋ型の

強化プラスチック船で、当初鹿児島県川内市において瀬渡業を営むＢが瀬渡船としてのほか、ゴチ網漁

業にも使用するつもりで昭和５２年２月Ｃ社より購入したものであるが、受取直後船体に一部改造を加

え第三恵比須丸と命名して漁船登録を申請しトン数検査を受けたところ、総トン数６．０７トンと測定

され５トン未満という制限トン数を超えたためゴチ網漁業の許可が得られず、一本釣り、はえなわ漁業

を行う漁船として同月漁船登録がなされ、また日本小型船舶検査機構の検査員により第１回定期検査も

行われ、最大搭載人員１４人（内訳、旅客１２人、船員２人）、航行区域を沿海（限定）、用途を遊漁船

として船舶検査手帳及び船舶検査証書の交付を受けて瀬渡船及び一本釣漁船として使用されていたと

ころ、翌５３年３月活魚倉のハッチコーミングをかさあげし、航行区域の変更を申請して限定を解除さ

れた。 

 続いて同月旅客定員の増加をはかり活魚倉を客室に改造し、第２回目の定期検査を受け２３人の最大

搭載人員（内訳、旅客２０人、船員２人、その他の者１人）が認められたが、改測の結果、総トン数は

６．７１トンに増加した。 

 このとき、主機関の換装工事も行われ、Ｄ社製の１４０馬力、４サイクル６シリンダ、ディーゼル機

関が取り付けられた。 

 その後自動操舵装置も新設され、同５４年３月第１種中間検査のおり用途を小型遊漁兼用船と、航行

区域を漁労する間は近海区域（限定）、遊漁する間は沿海区域と書きあらためられ、同５５年１２月船

主Ｂが第五恵比須丸（総トン数１５トン）を新造したことにより弟のＥに譲り渡され、所有者変更の手

続きがなされないまま同人によって瀬渡船として使用されていたが、同５８年秋、本船が古くなったと

して第七恵比須丸（総トン数６トン）を新造したため不要となりＦ社に下取られたものを同年９月、串

木野で瀬渡業を営むＧ（一級小型船舶操縦士免状受有）が購入し、船名を開洋丸と変更するとともに検

査工事の関係で遊漁する間の航行区域を限定沿海におとしたが、最大搭載人員は変わらないままその後



同人によって本件発生時まで串木野、下甑島間の瀬渡船として使用されていた。 

２ 建造後の改造及び船体構造一般 

 開洋丸は、長さ１０．６５メートル、幅２．３３メートル、深さ０．８８メートルの一層甲板構造の

強化プラスチック船で、建造当初、甲板下には船首から浮力タンク室、水庫、前部及び後部活魚倉、続

いて機関室、船員室、倉庫、浮力タンク室が順次配置され、甲板上は船体中央部よりやや後方に客室及

び船橋が設けられていたが、Ｂが購入直後及びその約１年後の２回にわたって改造を行い、操舵位置に

囲壁をほどこして操舵室構造とし、その後方を客室にするとともに船員室、それに続く倉庫間の仕切り

を外してこれを客室にあてることとし、さらに機関室前部の２個の活魚倉を改造して客室とし、甲板下

は機関室の前部及び後部に、甲板上は操舵室前部及び後部の計４つの客室を有する船となった。 

なお、船尾浮力タンクは、これらの諸改造が行われたとき撤去され容量約０．６５立方メートルの燃

料油タンクが新設された。 

 操舵室は、長さ１．７１メートル、幅１．４０メートル、高さ１．７５メートルばかりの大きさで出

入口として幅０．４４メートル、高さ１．１２メートルばかりのアルミサッシの引戸が両舷側に各１個

ずつ取り付けられており、同室内には液体羅針儀、主機操縦用リモコンハンドル、自動操舵装置、レー

ダー、魚群探知器、無線電話及びラジオなどが備えつけられ、同室左舷側後部から床面が１段下がって

長さ０．９３メートル、幅１．３５メートル、高さ１．１７メートルばかりの大きさの操舵室後部客室

に連なり、同室船尾側は出入口になって幅０．６６メートル、高さ１．０７メートルばかりの２枚のア

ルミサッシの引戸がはめられていた。 

 また操舵室右舷側後部床には、長さ０．６４メートル、幅０．５７メートルばかりの切抜きがあり、

これが長さ２．２１メートル、幅２．３０メートル、高さは操舵室下部で１．１０メートル左右甲板下

で０．４７メートルばかりの大きさの機関室後部客室の昇降口となっていた。 

 操舵室前部客室は、長さ２．６８メートル、幅２．３０メートルばかりの機関室の後方上部に位置し、

長さ１．８４メートル、幅１．４０メートル、高さ０．９４メートルばかりの大ききで、操舵室前面の

高さ０．８４メートルばかりのところに設置されている計器棚の左舷側下方をくぐって出入りするよう

になっており、活魚倉を改造して作った機関室前部客室は、左舷側の２個の小活魚倉を残存したため長

さ２．３５メートル、幅１．７８メートル、高さは甲板上に囲壁を設けた部分で１．３８メートル、甲

板下で０．５３メートルばかりの大ききで、出入口として右舷側囲壁前面に幅０．６０メートル、高さ

０．６０メートルの木製引戸があり、同室囲壁前面の甲板には長さ０．６１メートル、幅０．９１メー

トルばかりのさぶたも設けられていた。 

 なお、船首部には、瀬渡し用の長さ２．２０メートルばかりの踏板が取りつけられており、またブル

ワークの高さは甲板上０．７０メートルであるが、機関室前部客室付近の長さ２．５０メートルばかり

の部分がウエルを構成し、０．１０メートルばかり低くなり、両舷ブルワーク下端には船体中央部から

船尾部にかけて長さ１３．３センチメートル、高さ３．５センチメートルばかりの排水口が各６箇所設

けられていた。 

 機関室には、主機としてＤ社製のＭＨ６ＴＡ－１型機関出力１４０馬力のディーゼル機関１基が装備

され、燃料油タンクは同室両舷側及び舵機室前部の３箇所に設置されていた。 

 以上のとおり、Ａ社のＧＡ４３Ｋ型の標準的漁船の本船は長さ、幅、深さはそのままで諸構造に改造

と装備が加えられたものである。 



３ 検査及び最大搭載人員 

 瀬渡船として使用される長さ１２メートル未満の小型船舶は、小型船舶安全規則または小型漁船安全

規則の適用を受け、施設しなければならない事項及びその標準が定められており、一般的には日本小型

船舶検査機構による検査が行われて漁船登録票を受有し、遊漁船または瀬渡しに使用される小型船舶は

小型遊漁兼用船として分類されて、関洋丸もこの範ちゅうに入っている。 

 同船の検査の来歴は、次のとおりである。 

昭和５２年２月１５日第１回定期検査（新造） 

昭和５３年３月１１日臨時検査（航行区域変更のため） 

昭和５３年３月２５日第２回定期検査（旅客定員１３人以上となりたるため） 

昭和５４年３月２６日第１種中間検査（航行区城変更） 

昭和５５年３月２５日第１種中間検査 

昭和５６年３月２４日第１種中間検査 

昭和５７年３月１９日第３回定期検査 

昭和５８年３月１１日第１種中間検査 

昭和５８年８月１２日臨時検査（指定による主機開放検査） 

昭和５８年１０月１日臨時検査（航行区域変更のため） 

昭和５９年２月２９日第１種中間検査 

昭和６０年２月２２日第１種中間検査 

 昭和５２年の第１回定期検査においては、船体中央部に最大搭載人員に相当する重量（１人当たり６

０キログラムとして計算）を載せて、そのたわみを測定する強度試験及び速力試験が行われ、最大搭載

人員は、航行区域を限定沿海として申請した船主の数値が、本船の乗船者の搭載にあてることができる

甲板上の面積を小型船舶安全規則第７６条で定める数０．２５平方メートルで除した数以下であったた

め、乾舷を測定して復原性について定める同規則第１０３条の算式に代入し、その範囲内である旅客１

２人、船員２人の計１４人と定められた。 

 翌年の第２回定期検査は、活魚倉改造に伴い客室が増加し１２人を超える旅客定員の申請があったた

め行われたもので、以後旅客船として扱われ１年ごとに中間検査を受けることが必要となった。 

 同検査時においては、航行区域が沿海区域に変更されていたため最大搭載人員の算定は、機関室前部

及び後部客室の床面積を小型船舶安全規則第７６条で定める数０．３０平方メートルで除した数値以下

であり、復原性について定める同規則第１０２条の２つの算式の範囲内である旅客２０人、船員２人、

その他の者１人の計２３人と定められた。 

 なお操舵室前部客室は、高さが低いこと及び専用の出入口がない理由から客室として判定されず、最

大搭載人員算定の面積には加えられていない。 

 操舵室後部客室も操舵室の一部と考えられ船員、その他の者の居場所として扱われている。 

 その後、年１回の第１種中間検査、昭和５７年３月には第３回定期検査が行われているが、船体には

さしたる改造工事等が行われないまま本件発生時に及んでいる。 

 ところで、旅客定員１２人を超える瀬渡船以外の旅客船、カーフェリーは、海上運送法の適用を受け、

免許または認可時に種々の安全審査が行われるとともに、運航管理規程の作成等が義務づけられている

が、瀬渡船については磯、防波堤等本来一般の利用者の乗降に適さないような場所へ釣客を案内するこ



とを主目的としており、利用者が釣客に限られていることから、これを運送事業としてとらえ航路ごと

の需給調整、運賃規制等を行うことは、航路秩序を維持し、海上運送事業の健全な発達を図り、もって

公共の福祉を増進するという同法の目的になじまないものであるとして瀬渡船には、一般的には適用さ

れないことになっている。 

４ 救命設備 

 本船に備えつけなければならない救命設備及びその数量は、小型船舶安全規則第５８条第３項の規定

により、最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションと小型船舶用救命浮

環又は小型船舶用救命浮き輪１個及び小型漁船安全規則第２６条第２項の規定により、無線電話又はト

ランシーバーを備えつけない場合は信号紅炎２個とであるが、本件発生時、本船には２８個の救命胴衣

が船首楼甲板下倉庫に格納されており、救命浮器（４人用）が船首楼甲板に、同浮器（８人用）が操舵

室前部客室上部に、自己点火灯１個及び小型船舶用遭難信号セット（沿海用）２個が舵機室内に、救命

浮環が瀬渡し用踏板手摺に１個、操舵室両舷側に各１個備えつけられており、また無線電話も操舵室に

設備され、法規定を下まわらない救命設備がととのえられていた。 

 
二 本件発生前後の気象と海象 

 当時本邦は冬型の気圧配置が続いており、北西の季節風が連吹し、鹿児島地方気象台では、３月２８

日午後５時１０分霜・波浪注意報を発表ののち、２９日午前６時０分波浪注意報に、同日午後３時２０

分再び霜・波浪注意報に、３０日午前５時５０分波浪注意報に、同日午後３時３０分霜・異常乾燥・波

浪注意報に、それぞれ切り替えられて本件発生時に及んでいる。 

 枕崎測候所、阿久根測候所及び女島灯台で観測された３０日午後０時から３１日午前１２時までの天

気、風向、風速はそれぞれ次のとおりであった。 

枕崎測候所 

 



阿久根測候所              女島灯台 

     

 また、この間女島灯台において風浪階級は４、うねり階級は３と観測され、３０日の日最大風速は午

前３時５５分に１５．８メートル、３１日のそれは午前１時１５分に１５．２メートルと観測されてい

る。 

 ３１日午前３時から午後９時までの福江島における沿岸波浪（観測地点、北緯３２度４５分１３秒、

東経１２８度３７分４６秒）及び佐多岬における沿岸波浪（観測地点・北緯３１度２分３５秒、東経１

３０度４４分５３秒）の状況は次のとおりである。 

福江島沿岸波浪              佐多岬沿岸波浪 

       
 



 これら各観測資料にもとづき鹿児島地方気象台では本件後発生地点付近の推定の風及び波浪を次の

ように推定した。 

推定風状況                   推定波浪状況 

               
 甑海峡における海潮流は、一般に南ないし南南西の流れが多く流速は余り大きくないが、本件発生地

点付近は甑海峡ほぼ中央にある中瀬の影響で急潮が起りやすい水域である。 

 

三 Ｇ船長と瀬渡業 

 Ｇ船長は、長らくまぐろはえなわ漁船に乗り組み、のちには自ら漁船を所有して、その経営にもあた

っていたが昭和５５年経営不振におちいり、一時奄美大島を基地として瀬渡業を行っていたが、採算が

とれないためこれを中止し、同５７年故郷である串木野市にもどり、用船で串木野港と下甑島間との釣

客輸送を開始し、同５８年９月には中古船第三恵比須丸を購入して開洋丸と改名し、同輸送を続けてい

た。 

 下甑島への瀬渡しは、通常日帰り航海とし、冬場は出港時刻を午前３時ごろと定め、串木野帰港は午

後５時ごろで、体調が思わしくないときは、時折補助の船員を乗せたこともあったが、ほとんど単独で

その運航にあたっていた。 

 釣客のあっせんは、当初釣具店等を経由して行われていたが、のちには釣客個人からも直接申込を受

けるようになり、主として下甑島東岸岩場への瀬渡しを平均して月１０航海ばかり行っていた。 

 Ｇ船長は、出港にさいしては前夜午後７時前のＮＨＫテレビ放送の天気予報をかかさず見るようにし

ており、また救命胴衣を持参しない釣客に対しては、本船備え付けの同胴衣を貸し与えこれを着用させ

るとともに、不測の事故に備え釣客１人当たり３、０００万円の金額でＨ社の船客傷害賠償保険に加入

していた。 

 



四 本件発生の経過 

 昭和６０年３月３１日午前２時半少し過ぎ、服装などを整えて串木野市小瀬町の自宅を出たＧ船長は、

串木野港内南東隅の通称小瀬船だまりに係留中の開洋丸に至り、最大搭載人員を超える釣客２６人及び

１人当たり平均３５キログラムにもなる釣道具などの携帯品を載せ、喫水不詳のまま同３時１５分ごろ

串木野港灯台から東微北（磁針方位、以下同じ。）４１０メートルばかりの係留岸壁を発し、瀬渡しを

する目的で下甑島へ向かった。 

 同船長は、離岸後間もなく機関を１５ノットばかりの全速力にまであげたが、港外に出たところ北寄

りの風に対して陰となっている同船だまりと異なり、北西風がやや強く吹いており海上には白波も立っ

ていたため下甑島に直航することを避け上甑島まで北上し、以後甑島東岸寄りに南下する進路をとるこ

ととし、機関を８ノットばかりの半速力におとし、同時５０分ごろ薩摩沖ノ島灯台を右方近距離に隔て

て航過したのち、針路を上甑島トノ埼付近に向くほぼ北西微西２分の１西に定め、操舵を自動として進

行したが、付近海域において北西の風が強吹しており、これに伴う波浪を右舷斜め前方から船体に受け

て進航するうち、中瀬南方の急潮の発生し易い海域に接近するに従い次第に風浪が高まってきたのに、

なおも原針路、半速力のまま目的地に向かって続航中、同５時ごろ急潮域に入り船首が振りまわされた

とき大波を受け大角度の横揺れを生じたものか、荒天時における自動操舵の使用がときおり襲来する大

波に船首を立てて対処することができず船体に大きな転覆力が加わったものか、これらの競合によるも

のかが、最大搭載人員を超える釣客やその携帯品を載せていたことなどにより乾舷が減少していたこと

とあいまって、里埼灯台から南東微東５．１海里ばかりの地点において、船体は復原力を失い左舷側に

傾斜転覆した。 

 当時、天候は曇で風力５の北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、付近には高い波浪があった。 

 
五 その後の捜索及び死亡者、行方不明者の状況等 

 船長の妻Ｉは、開洋丸が予定の時間を過ぎても帰港しないため各所に連絡をとってみたが、全くその

消息をつかめないため不安を感じ、同日午後９時３０分串木野海上保安部に届け出てその捜索を依頼し

た。 

 その結果、多数の巡視船艇、漁船及び航空機などにより大がかりな捜索が行われ、翌４月１日午前８

時４５分坊ノ岬灯台から北西微西４分ノ１西約５海里の海上において転覆漂流中の船体が鹿児島航空

基地所属のビーチクラフト機によって発見され、排水作業ののち巡視艇くしかぜによって串木野港内に

引付けられた。 

 なお、開洋丸備えつけの救命浮器、救命胴衣及び遭難信号セット等は全く使用されない状態のまま船

内格納場所から発見された。 

 釣客Ｊａは船内で、Ｇ船長、Ｊｂ、Ｊｃ、Ｊｄ、Ｊｅ、Ｊｆ、Ｊｇ、Ｊｈ、Ｊｉ、Ｊｊ、Ｊｋ、Ｊｌ

及びＪｍの１３名は洋上でそれぞれ溺死体として発見収容され、Ｊｎ、Ｊｏ、Ｊｐ、Ｊｑ、Ｊｒ、Ｊｓ、

Ｊｔ、Ｊｕ、Ｊｖ、Ｊｗ、Ｊｘ、Ｊｙ及びＪｚの１３名は行方不明となり、その後も捜索は５月２日ま

で続けられたが、いずれもその遺体は発見されずのち死亡と認定され、船体は機関及び電気系統に濡損

を生じた。 

 
六 えい航後の開洋丸の状況及び鑑定 



 開洋丸は、４月２日串木野港に巡視艇により引付けられたのち一たんＰ社に上架されたが、その後Ｋ

社に回航され同社において、所有者に還付されるまで上架保管された。 

 その間に、次のような各種試験及び船体の計測等が行われ同結果にもとづき各種鑑定も行われた。 

 本船建造時の基礎資料がないため、門司地方海難審判理事所の嘱託を受け基本図面の作成及び重量重

心を算定することになったＬ社の手により昭和６０年７月１５日上架中の関洋丸の船体の形状の内外

からの計測が行われ、翌１６日には同船を下架して傾斜試験及び動揺試験も行われ、その結果ＧｏＭは

０．３７９メートル、横揺れ周期４．１４秒と計測された。 

 なお、試験当時の喫水は、船首０．５４５メートル、船尾１．０８５メートルであった。 

 これにより軽荷状態における本船の平均喫水は０．６９８メートル、ＧＭは０．５１５メートルとな

り、機関室前部客室に８人、同後部客室に７人、操舵室前部客室に７人、同後部客室に４人計２６人の

釣客が乗船し、その平均体重を６５キログラム、１人当たりの携帯品重量を２５キログラム、燃料油を

ほぼ半載（０．５８１トン）した場合の平均喫水は０．８０８メートル、ＫＭ１．３３２メートル、Ｋ

Ｇ１．０５３メートル、ＧＭ０．２７９メートル、ＧｏＭ０．２６８メートルと算出された。 

 これらの計測及び算定結果に基づき、一般配置図、線図、排水量等曲線図、ボンジャン曲線、容積図、

開口配置図、復原力交叉曲線及び海水流入角曲線計算書、復原力交叉曲線図、海水流入角曲線図、傾斜

試験成績書、重量・重心・トリム復原力計算書、最大搭載人員計算書並びに室面積及び搭載人員比較図

の各図面が作成された。 

 ついで門司地方海難審判理事所長の依頼に応じて、開洋丸の波浪中の復原性についての鑑定を行った

九州大学工学部助教授Ｍは、昭和６１年１月１４日同所長に次のような内容の瀬渡船関洋丸転覆事件鑑

定書を提出した。 

 すなわち、本船は当時、波長３０メートル乃至５０メートル、波高２メートル前後の波浪中を航行し

ており、この時の横波との出合周期が固有横揺れ周期と大略一致していることから同調横揺れを生じた

可能性が大きいと考えられ、更に海上では毎秒６メートルから２メートルの風が吹いており、同調横揺

れ時にこの風と重なった場合は、本船の復原性範囲を超えた横揺れを生じ、転覆の可能性はきわめて大

きく、当時の載荷状態で当時の気象海象下を航行するには、復原性が著しく不足していたと推定される

ことを理論解析によって明らかにするとともに、２６人の釣客が乗船し、その平均体重を６５キログラ

ム、１人当たりの携帯品重量を３５キログラム、燃料油をほぼ半載した場合の平均喫水は０．８７０メ

ートル、ＫＧ１．０６２メートル、ＧＭ０．２６３メートル、ＧｏＭ０．２５２メートルと算出した。 

 
七 本件を契機としての関係機関、業者等の動向 

 これまでも海上保安庁による海難防止講習会がしばしば開催され、荒天時の出航の中止及び定員の厳

守等についての指導が行われてきていたが、本件の発生にともない海上保安庁警備救難部長から各管区

海上保安本部長あてに次のような内容の瀬渡船の海難防止対策の徹底についての通達（昭和６０年４月

４日付保警安第３９号）が出され、瀬渡船関係者に対してより一層の安定対策が講じられることとなっ

た。 

１ 協議会等の整備の促進及び構成員の拡充 

 今回海難を起こした瀬渡船は、協議会等に加盟していなかったことにかんがみ、協議会等の整備の促

進及び参加人員の拡充に努めるものとする。 



 特に既存の組誠で適当と認められるものの活用を十分に考慮するとともに、協議会等に未加盟の瀬渡

船業者又は瀬渡船船長に対し、協議会等に参加するよう積極的に呼び掛けるものとする。 

２ 海難防止のための留意事項の徹底 

 今回海難を起こした瀬渡船は、荒天下定員をオーバーして出港したことにかんがみ、特に次の事項の

実施について、協議会等を通じ、又は海難防止講習会の開催等により、関係者への徹底を図るものとす

る。 

（１）運航中止基準の確立及び厳守 

（２）緊急時における応急措置体制及び連絡体制の確立 

（３）出港時及び運航中における気象、海象情報の的確な把握 

（４）乗客名簿の作成 

（５）定員の厳守 

（６）瀬渡客に対する救命胴衣等の着用の指導 

 また、長さ１２メートル未満の小型船舶の検査機関である日本小型船舶検査機構においても、本件を

契機とし釣客の携帯品がかなりな重量にのぼることが判明したとして小型船舶の転覆による海難事故

防止のためとりあえず遊漁船及び瀬渡船等であって持込み手荷物等の平均重量が１人当たり５キログ

ラムを超える場合には、ある係数を最大搭載人員に乗じた人数まで減じて乗せること等を内容とする理

事長通達（昭和６０年１１月２５日付検機検第２１５号）を各支部あてに出し、定員抑制を指導すると

共に遊漁船・瀬渡船の安全のためにと題するパンフレットを出して船長及び釣客に安全運航を呼びかけ

ることとした。 

（同通達のなかの最大搭載人員抑制のための係数表） 
１人当たりの手荷物の平均

重量キログラム 
５ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ 

最大搭載人員に乗ずる係数 ０．９７ ０．９４ ０．８８ ０．８３ ０．７７ ０．７２ 

 また、串木野港を基地とする瀬渡船が他になかったためかＧ船長は加入していなかったが、阿久根、

川内、鹿児島の瀬渡船業者によって数年前よりＮ組合が結成されて運賃、出港時間等の協定が行われて

おり、本件後同組合においても定員の厳守等瀬渡しの安全対策が協議され緊急時の相互連絡の強化を図

ることとした。 

 
（原因に対する考察） 

 本件は、開洋丸が釣客２６人及び１入当たり平均３５キログラムにものぼる釣具等の携帯品を載せ、

Ｇが船長として操船し瀬渡し業務について髄海峡を横断中発生し、多くの犠牲者を出すにいたったもの

で転覆の原因と人命の喪失の原因の究明が今後の同種海難の防止に必要と思われるのでこれらについ

て検討する。 

 
一 転覆の原因について 

１ 船体について 

 改造によって復原性能が低下していたこと 

 本船は、船体の長さ、幅、深さの変更のないまま船体の内部構造物が改造され乾舷が減少しているこ



と及び甲板上の客室改造等で重心が上昇して、復原性能は建造当初より悪くなっており、このことが転

覆の原因の１つとなっていることは否定できない。 

 本船の乾舷は、日本小型船舶検査機構の検査員の手控えによっても明らかな如く改造によって当初の

それより約１０センチメートルの減少をきたしており、このことが復原力低下につながるものであるこ

とはいうまでもない。 

 本船は、元来Ａ社西海工場において約５トンの主として一本釣りをする漁船として設計建造された同

社のＧＡ４３Ｋ型船で百数十隻の建造実績があり、そのまま一本釣漁船として使用される限り船体に問

題があるとは考えられないが、最初の船主Ｂによって２度にわたる改造工事が施工され、日本小型船舶

検査機構による検査を受検後瀬渡船として運航されていたものである。船主が自己の使用目的に最も適

合するように所有船舶に改造を加えることは、航行水域に応じて適当な運航がなされるならば別に問題

はなく、検査も受けていれば構造上違法性もないが、そのような船が中古船として売買されたのちに問

題が生じる。即ち次の船主が、建造後の改造経緯を詳しく知らないまま購入船舶の各種性能を十分検討

が加えられ計画設計されたときのままであるとし、或程度の余裕を有するものと考え運航にあたること

は危険である。中古船購入にあたっては、その経歴についても知っておくことが必要であり、漁船とし

て適当な船舶と認められるものであっても瀬渡船となり、その用途が変わるとその適否が問題となるこ

とがあるので、検査機関においても使用目的に応じ季節または航路を考慮する等きめ細かい心くばりが

期待されるところである。 

２ 釣客等の搭載について 

（１）最大搭載人員を超過していたこと 

 小型船舶の最大搭載人員は、当該船舶の安全性を保持するための必要な限度を示したものであり、そ

の遵守が必要なことはいうまでもないが、定員超過の事実からＧ船長は旅客定員厳守の重要性を深く認

識しておらず、これを安易に考えていたものと認めざるをえない。 

 また、この種瀬渡船は、夜半基地を出航する関係から釣客はめいめい勝手に岸壁係留中の瀬渡船客室

内に入りこみ瀬渡先に到着するまで就寝しているといった状態が普通であるため、乗船者名簿の作成も

行われておらず料金も帰港後徴収するようにしているところから船長としても、はたして予約した釣客

だけが乗船しているものか否か分明でなく、証人Ｉの予約釣客数より乗船者数が多いことがままあった

という供述はときには正確な乗船者数を把握しないまま出航することがあったことを裏付けており、こ

のような乗船方法を改善することも必要と考えられる。 

 なお、釣客側においても瀬渡先が遠隔な特殊の場所であることを考慮し、自らも旅客定員の厳守に心

がけるとともに気象情報の入手に努め天候悪化のおそれある場合、出航をむりじいしたりすることなく

何事も船長の指示に従い協力を惜しまず安全運航を心がけることが必要であるといえよう。また瀬渡船

は一般的には、運行管理体制の整備を義務づける海上運送法は、適用されないことになっているが、客

を運ぶ点では旅客船と同じであり、近年の釣ブームにより年々著しく釣客が増加する現状では直接運航

者や釣客だけによって瀬渡船の安全運航を期待することに限界があり、なんらかの法規制が必要ではな

いかと考えられる。 

（２）釣客１人当たりの携帯品の平均重量が３５キログラムにものぼっていたこと 

近年釣客の装備する釣道具はますます大がかりとなる傾向にあり、発見された開洋丸釣客遺留品のリ

ュックサック、釣竿、クーラーボックス、磯靴及びえさ入りポリ容器等の重量を測定してだした釣客１



人当たりの携帯品の推定重量は３５キログラムにものぼっている。 

 従って本件の場合、釣客２６人分の携帯品の総重量は約９１０キログラムにもなることになり、６ト

ンばかりの小型船舶にとってはかなりの積荷量増加となり、これら携帯品をたずさえた釣客を旅客定員

まで乗船させれば、かなり乾舷が減少し危険であることに留意しなければならず、この間の事情を知る

船長としては携帯品重量に相応する釣客数を旅客定員から減じて乗船させるだけの配慮が必要であっ

たといえよう。 

 さらにリュックサックのみは船首倉庫に格納されていたが、釣竿は機関室前部客室上部に、他はすべ

て上甲板上に積載されていたことも重心を上昇させ復原性能を悪化させる一因となったものと考えら

れる。 

 本件を契機として釣客の携帯品がかなりの重量にのぼることを知った日本小型船舶検査機構の対応

については既に述べたとおりである。 

３ 気象、海象の状況とその判断 

 当時の気象、海象については、多数の観測資料及び関係人の供述並びに鹿児島地方気象台によって本

件発生地点付近の推定の風及び波浪の推定も行われてほぼ明らかとなっており、その内容については前

述したとおりである。 

 証人Ｉの供述によれば、Ｇ船長は気象情報入手に関してはかなり気を使っており、同月３０日午後７

時前のＮＨＫテレビ放送の天気予報を見ていたとのことであるので、当時冬型の気圧配置が続き、波浪

注意報が継続発表されていることを知っていたはずである。 

 また出航後も港外では、同時刻ごろ小瀬船だまりを発したが港口付近で出漁を断念して引き返した光

漁丸船長Ｏの供述でも明らかなように、毎秒１０メートルばかりの北西風が吹いており白波も立ってい

たとのことであり、風浪のため下甑島に直航することができない状態で、やむなく一たん風上の上甑島

まで北上し以後島陰づたいに南下する進路をとっている。貨物船などの一般船舶にあっては、このよう

な進路をとることは、ときには望ましいことであるかも知れないが、多数の釣客をのせる小型瀬渡船の

船長としては、自船の堪航性を考慮し、目的地に直航することができず迂回航路をとらなければならな

い程の海上模様であるならば、まして波浪注意報も継続発表中であり直ちに航海を中止し引き返すなど

措置するのが妥当と考えられるのにこの措置をとることなく、目的地に向かって続航したことは、自船

の堪航性と海上模様についての配慮が十分でなかったものと認めざるを得ない。 

４ 転覆のメカニズム 

 Ｇ船長以下釣客全員が死亡しているため転覆直前の模様は明らかでないが、本船の復原性能、運航模

様及び当時の気象、海象などに関する各種証拠から判断して、航行中船体が急潮域に入り船首が振りま

わされ、大波を受け大角度の横揺れを生じ、これに風圧が加わり遂に復原力を喪失するにいたったもの

か、次第に風浪が高まるなかを自動操舵のまま進行していたため、手動操舵時のようにときおり襲来す

る大波に対し、船首を立てて波の力を緩和することができず船体に大きな転覆力を受け瞬時にして転覆

するにいたったものか、あるいはこれらの競合によって転覆したものと考えられる。 

 このいずれかによって転覆したとしても、本件は建造後の種々の改造工事、最大搭載人員の超過及び

１人当たり３５キログラムにものぼる釣客の携帯品等による乾舷の減少と復原力の低下、波浪注意報も

継続発表されていた当時の気象、海象の状況並びに船長の自船の堪航性に対する配慮不十分とが重なり

あって発生したものと認めるのが相当と考えられる。 



 
二 死亡及び行方不明者の発生について 

 遭難時における通報、連絡の手段をもたなかったため関係機関への捜索、救助要請が遅きに失したこ

と。 

 遺体が発見された１４人の遭難者中、１２人が救命胴衣をつけていたという事実から本船転覆後、直

ちに緊急事態の発生が通報され救助活動が行われていたとすれば少なくともそのうち何人かは救助さ

れ全員死亡という惨事には至っていなかったのではないかと考えられる。 

 開洋丸関係者から串木野海上保安部に開洋丸が帰港予定時刻の午後５時を過ぎても帰港しない旨の

届出があったのは午後９時３０分で、転覆が午前５時であるから関係機関への届出は事件発生から実に

１６時間３０分を経過したのちであった。 

 夜にはなっており、まだ水温の低い３月のことではあり、これではいかに救命胴衣をつけていたとは

いえ無事救助されるとは考えられない。 

 帰港時刻が大幅に遅れて初めて関係機関への届出がなされ、捜索が開始されるのではなく、事件発生

後、できるだけそれを早く把握し、救助活動が開始できるような対策を講じておくことが必要であると

考える。 

 今すぐ可能なものとしては、瀬渡船、遊漁船の大多数が無線電話を装備している現状から、各船が遊

漁船組合傘下の僚船などと定時的に連絡をとりあい互いの無事を確かめあうような体制作りも早期の

救助活動開始につながるものと考えられる。 

 なお、小型船舶安全規則第５８条により近海以上の航行区域を有する小型船舶には、遭難信号自動発

信器の備えつけが義務づけられているが、開洋丸は漁労する間の航行区域が本邦の海岸から１００海里

以内の水域に限るとされているため同条には該当していない。遭難信号自動発信器にはＳＯＳラジオブ

イ（船が転覆、沈没したとき、自動的に海面に離脱しアンテナが伸長し信号を送信するもの）と携帯形

ラジオブイ（遭難して救命いかだ等に移乗したのち取り出し、アンテナを取り付け電源スイッチをつな

ぐと作動するもの）との２種類があるが、小型船舶用の前者は現在国内で製造販売されておらず、たと

え開洋丸に後者が備えつけられていたとしても、同船に装備されていた１ワットの無線電話は、そのス

イッチが断となったままであり、緊急事態を知らせる遭難信号セットにしても船尾舵機室内に格納され

たままで発見されており、これらが活用された形跡のない状況から、それが有効に機能したかどうかは

疑わしく、今後小型船舶に適応した遭難信号自動発信器の研究開発が必要といえよう。 

 
（原因） 

 本件転覆は、建造後船体に種々の改造工事が行われたこと、最大搭乗人員を超過する釣客を載せてい

たこと及び釣客の多量の携帯品が甲板上に積載されていたため乾舷の減少と復原力の低下をきたして

いたところ、波浪注意報が発表されており、迂回航路をとらなければならない程の海上模様のなかを堪

航性についての配慮不十分のまま自動操舵装置により航行中、さらに風波が増勢するなどの悪条件が重

なったことに因って発生したものである。 

 なお、転覆によって全員が死亡または行方不明となったことは、遭難時における通報、連絡の手段を

有しなかったため関係機関への捜索、救助要請が遅きに失したことによるものである。 

 



 よって主文のとおり裁決する。 


